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新旧対照 

◎計算証明規則（昭和２７年会計検査院規則第３号）（抄） 

下線部分が改正箇所  

改正後 改正前 

 （独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等） 

第七十条 別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十

一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二条第一項に規定する独立行政

法人をいう。以下同じ。）の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証

明期間は、一月とする。 

２ 計算書は、合計残高試算表（合計試算表、残高試算表その他これらに類するも

のを含む。以下同じ。）とする。 

３ （略） 

（合計残高試算表の添付書類） 

第七十一条 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

 一～三 （略） 

２ 前項の書類のほか、別表第一の第二欄に掲げる規定に規定する長期借入金又は

債券の償還計画又は返済計画を立て、主務大臣の認可を受けたときは、毎事業年

度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画又

は返済計画に変更があったときは、変更後の償還計画又は返済計画をその月の合

計残高試算表に添付しなければならない。 

３ 前二項の書類のほか、別表第一の第三欄に掲げる規定による納付金を国庫に納

付したときは、同表の第四欄に掲げる規定に規定する書類をその月の合計残高試

算表に添付しなければならない。 

 

別表第一（第七十条、第七十一条関係） 

一 二 三 四 

（略） （略） （略） （略） 

国立研究開発法人

国立がん研究セン

ター 

高度専門医療に関

する研究等を行う

国立研究開発法人

に関する法律（平

成二十年法律第九

十三号）第二十三

条 

同法第二十条第二

項 

共通政令第二十二

条第二項において

読み替えて準用す

る同条第一項本文 国立研究開発法人

国立循環器病研究

センター 

国立研究開発法人

国立精神・神経医

療研究センター 

国立研究開発法人

（独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等） 

第七十条 （同左） 

 

 

 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

（合計残高試算表の添付書類） 

第七十一条 （同左） 

 

 一～三 （同左） 

２ （同左） 

 

 

 

 

３ （同左） 

 

 

 

別表第一（第七十条、第七十一条関係） 

一 二 三 四 

（略） （略） （略） （略） 

国立研究開発法人

国立がん研究セン

ター 

高度専門医療に関

する研究等を行う

国立研究開発法人

に関する法律（平

成二十年法律第九

十三号）第二十三

条 

同法第二十条第二

項 

共通政令第二十二

条第二項において

読み替えて準用す

る同条第一項本文 国立研究開発法人

国立循環器病研究

センター 

国立研究開発法人

国立精神・神経医

療研究センター 

国立研究開発法人



国立成育医療研究

センター 

国立研究開発法人

国立長寿医療研究

センター 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

国立国際医療研究

センター 

国立研究開発法人

国立成育医療研究

センター 

国立研究開発法人

国立長寿医療研究

センター 

（略） （略） （略） （略） 
 

 


